
号

6 年 月 日

１ 保管した自転車等及び撤去した場所

２ 撤去した日時

：

３ 保管する期限

４ 保管及び返還を行う場所

：

５ 返還のための手続を受け付ける時間

６ その他

一宮市長 中　野　正　康

一宮市告示第

　一宮市自転車等の放置の防止に関する条例（平成６年一宮市条例第３４号）第１３条

第１項の規定により、自転車等を保管したので、同条第２項前段の規定により次のとお

り告示する。

令和

（連絡先［維持課］：０５８６－２８－８６３８）

　時間 午前８時半から午後５時１５分までの間

　午前９時から午後４時３０分まで

　３の保管する期限前であっても、自転車等の保管に不相当な費用を要する場合

は、一宮市自転車等の放置の防止に関する条例第１４条第１項及び一宮市自転車等

の放置の防止に関する条例施行規則第１１条の規定により、２ヶ月の経過後、当該

自転車等を売却したり、廃棄処分したりすることがありますので、ご注意下さい。

　別紙放置自転車撤去台帳のとおり

　別紙放置自転車撤去台帳のとおり

　告示の日から起算して６月を経過するまで

　保管・返還場所 一宮市奥町字六丁山５２番地　環境センター

２５０

5 9



黒

12

A19MK46525 軽快車

軽快車

不明 軽快車

軽快車 白木曽川町内割田一の通り ２７ 地先

令和６年４月３０日

黒

放置自転車撤去台帳

2 令和６年４月１日 一宮市 大和町馬引 焼野５８ 地先

9 令和６年４月１５日 一宮市 大和町妙興寺 平蔵 地先 09い63283 GF9J26026

軽快車 赤 不明5 令和６年４月９日 一宮市 向山町２丁目 ３４ 地先 17コ84528 S7E043971

一宮市

No.

一宮市

撤去場所

字流

10 令和６年４月１９日 一宮市

3 令和６年４月１日 一宮市 浅井町河端 宮東１０７ 地先

4

備考

令和６年４月９日 89-ワ-34971 K809029 普通車 青 ブリヂストン

車体番号
種類 色 メーカー

自転車の特徴
撤去日 防犯登録

萩原町中島 地先

15ワ62335

19ハ73934 黒

19ワ51845 A18AL755996

7

8

令和６年４月１２日 一宮市

11

令和６年４月１５日 一宮市 三条 字東五城

今伊勢町馬寄 字下沼５２

緑３丁目 １０－２０ 地先 15オ38986

令和６年４月１５日 一宮市 大和町宮地花池 字出町裏５４－３ 地先 13-ミ-93158 SNL094471 軽快車 シルバー

地先 03-ワ-84561 F040106659 普通車 緑

折りたたみ 水色

地先 13-ワ-57746 不明 折りたたみ 白

1 令和６年４月１日 一宮市 大赤見 柳原 地先 21ワ28760 不明 軽快車 黒

地先 23二25341 ZX22036023令和６年４月３０日 一宮市 木曽川町黒田 北宿五の切２６－２

KA1311379 ロードバイク 白 不明


